
  

大阪市健康福祉局要綱第１７２号 

平 成 １ ３ 年 １ ０ 月 １ 日 

平 成 １ ９ 年 ４ 月 １ 日 

      平 成 ２ ４ 年 ４ 月 １ 日 

 

大阪市介護保険給付制限実施要綱 

 

 

（趣旨） 

第 1条 この要綱は、介護保険法(平成９年法律第 123号。以下「法」という。)

第 66 条から第 69 条に規定する保険給付の制限を円滑に実施するために、大

阪市介護保険条例施行規則（平成 12 年大阪市規則第 63 号。以下「市規則」

という。）に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。 

  

（定義） 

第２条 この要綱における用語の定義は、法及び市規則の例による。 

 

（支払方法変更手続） 

第３条 市長は、認定日において納期限から１年以上経過している介護保険料

が存在する可能性がある第１号被保険者が認定申請を行った際には、法第 66

条１項の措置を予告する旨の介護保険支払方法変更予告通知書（第１号様式）

を送付するものとする。ただし、法及び政令で定めるこの措置の適用除外者

については、この限りでない。 

  

２ 介護保険支払方法変更予告通知書を受けた第１号被保険者は、同書を受領

してから原則として 14日以内に弁明書（第２号様式、尚裏面の公費負担医療

については介護保険法６６条の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に

よる一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付を

受けることができるのもとする）を市長に提出することによって、支払方法

変更の免除を申請することができる。その際には、証拠書類を添付しなけれ

ばならない。 

 

３ 市長は、弁明書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、弁明が適切であ

ると認めたときには、弁明書審査結果通知書（第３号様式）により、支払方

法変更を行わない旨を通知しなければならない。 

 



  

４ 市長は、介護保険支払方法変更予告通知書に記載されている期限までに弁 

明書の提出がなかったときは、第１号被保険者が弁明の機会を放棄したもと 

みなすことができる。 

 

５  市長は、法第 66 条第 1 項に規定する支払方法変更の記載の決定

をしたときは、介護保険支払方法変更通知書（第４号様式）によりそ

の旨を被保険者に通知する。  

 

６ 第１号被保険者は、弁明書の提出期限の経過後又は支払方法変更がなされ

た後にこの措置の対象外であることを知ったときは、介護保険支払方法変更

免除申請書（第５号様式）を提出することによって、支払方法変更の免除を

申請することができる。 

 

７ 市長は、前項の申請を受けその申請が適切であると認めたときは、介護保

険支払方法変更免除通知書（第６号様式）により、第１号被保険者に対して

支払方法変更を取り消す旨を通知しなければならない。この際に、被保険者

証の提出を求めることができる。 

 

８ 市長は、第６項の申請を受け、その申請が適切でないと認めたときは、介

護保険支払方法変更免除申請却下通知書（第７号様式）により、支払方法変

更の免除をしない旨を第１号被保険者に対して通知しなければならない。 

 

（保険給付額から滞納保険料の控除手続） 

 第４条 市長は、法第 67 条第 1 項の規定による保険給付の全部又は

一部の支払の一時差止の決定をしたときは、介護保険支払一時差止

通知書（第８号様式）によりその旨を被保険者に通知する。  

 

2 市長は、介護保険料の納期限から１年６ヵ月以上を経過している第１号被保

険者に対して法第 67条第３項の措置（一時差止となっている保険給付額から

滞納保険料の控除）を行った際には、介護保険滞納保険料控除通知書（第９

号様式）を送付しなければならない。 

 

（第２号被保険者が認定を受けたときの医療保険者に対する通知） 

第５条 市長は、法第 68条第５項に基づき、第２号被保険者が要介護又は要支

援の認定の申請をした際には、医療保険者に対して、介護保険要介護認定等

申請受理通知書（第１０号様式）を送付することによって医療保険料等に関



  

する情報提供を求めることができる。 

 

（第２号被保険者に対する支払方法変更及び一時差止手続） 

第６条 市長は、認定日において納期限から１年以上経過している医療保険料

等が存在する可能性がある第２号被保険者に対して、医療保険者から介護保

険支払方法変更及び支払一時差止依頼書（第１１号様式）の送付があった場

合は、法第 68条第１項の措置を予告する旨の介護保険支払方法変更及び介護

保険支払方法変更及び支払一時差止予告通知書（第１２号様式）による通知

書を送付しなければならない。ただし、法及び政令で定めるこの措置の適用

除外者については、この限りでない。 

 

２ 介護保険支払方法変更及び支払一時差止予告通知書を受けた第２号被保険

者は、同書を受領してから原則として 14日以内に弁明書（第１３号様式）を市

長に提出することによって、支払方法変更及び支払一時差止の免除を申請す

ることができる。その際には、証拠書類を添付しなければならない。 

 

３ 市長は、弁明書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、弁明が適切で

あると認めたときには、弁明書審査結果通知書（第１４号様式）により、支

払方法変更及び支払一時差止を行わない旨を通知しなければならない。 

 

４ 市長は、介護保険支払方法変更及び支払一時差止予告通知書に記載されて

いる期限までに弁明書の提出がなかったときは、第２号被保険者が弁明の機

会を放棄したものとみなすことができる。 

 

５  市長は、法第 68 条第 1 項に規定する保険給付差止の記載の決定

をしたときは、介護保険支払方法変更及び支払一時差止通知書（第

１５号様式）によりその旨を被保険者に通知する。  

 

６ 第２号被保険者は、弁明書の提出期限の経過後又は支払方法変更及び支払

一時差止がなされた後にこの措置の対象外であることを知ったときは、介護

保険支払方法変更及び支払一時差止免除申請書（第１６号様式）を提出する

ことによって、支払方法変更及び支払一時差止の免除を申請することができ

る。 

 

７ 市長は、前項の申請を受けその申請が適切であると認めたときは介護保険

支払方法変更及び支払一時差止免除通知書（第１７号様式）、により、第２号



  

被保険者に対して支払方法変更及び支払一時差止を取り消す旨を通知しなけ

ればならない。この際に、被保険者証の提出を求めることができる。 

 

８ 市長は、第６項の申請を受けその申請が適切でないと認めたときは、介護

保険支払方法変更及び支払一時差止免除申請却下通知書（第１８号様式）に

より、支払方法変更及び支払一時差止の免除をしない旨を第２号被保険者に

対して通知しなければならない。 

 

９ 市長は、医療保険者から介護保険支払方法変更及び支払一時差止終了依頼

書（第１９号様式）を受領したときは、第２号被保険者に対し、介護保険被

保険者証の提出を求めるものとする。 

 

（給付額減額等手続） 

第７条 市長は、法第 69 条第 1 項に規定する給付額減額等の記載の

決定をしたときは、介護保険給付額減額等通知書（第２０号様式）に

よりその旨を被保険者に通知する。  

 

 ２ 法第６９条第１項に規定する給付額減額等がなされた第１号被保険者は、

この措置がなされた後にこの措置の対象外であることを知ったときは、介護

保険給付額減額等免除申請書（第２１号様式）を提出することによって、給

付額減額等の免除を申請することができる。 

 

３ 市長は、前項の申請を受けその申請が適切であると認めたときは、介護保

険給付額減額等免除通知書（第２２号様式）により、第１号被保険者に対し

て給付額減額等を取り消す旨を通知しなければならない。この際に、保険者

証の提出を求めることができる。 

 

４ 市長は、第１項の申請を受けその申請が適切でないと認めたときは、介護

保険給付額減額等免除申請却下通知書（第２３号様式）により、給付額減額

等の免除をしない旨を第１号被保険者に対して通知しなければならない。 

 

（その他） 

第８条 この要綱の施行に関し必要な事項は、福祉局長が定める。 

 

附 則 

 この要綱は、平成 13年 10月１日から施行する。 



  

 

附 則 

 この要綱は、平成 1９年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 


